
令和２年度（第４回）鳥取市介護保険等推進委員会 

 

日程：令和２年１２月１日（火）午後１時３０分～３時３０分 

場所：鳥取市役所本庁舎 鳥取市民交流センター２階 多目的室１ 

出席者：≪委員≫ 

田中彰副委員長・相見貴明委員・竹本英行委員・竹本匡吾委員・多林康子委員・安住慎

太郎委員・長谷川ゆかり委員・清水真弓委員・野澤美恵子委員・橋本京子委員・垣屋稲

二良委員・山本雅宏委員・林哲二郎委員・濱﨑由美委員 

（欠席：岩城隆志委員長・竹川俊夫委員・足立誠司委員・目黒道生委員） 

    ≪事務局≫ 

長寿社会課 

 

 

１．開  会 

 

２．委員長あいさつ（委員長欠席のため、副委員長が議事進行を代行） 

 

３．議  事 

（１）第８期鳥取市介護保険事業計画・高齢者福祉計画について 

  ①施策について 

 

・健康づくりの推進について 

 

（副委員長） 

健康づくり・介護予防の推進についての説明でございましたが、委員の皆様から、御意見ござ

いますでしょうか。非常に複雑な内容なんですね。皆様の意見があれば、今出していただけた

ら、検討の材料になると思います。 

（Ｃ委員） 

 ５４ページの地域リハビリテーションの推進の主な取組で、継続が３つあるんですけども、要

支援・要介護者の生活の質の向上とか、通所介護・訪問介護等の質の向上は、今、どんなメニュ

ーがあるんですか。この地域リハビリテーションっていうのも、僕のイメージからすると狭い概

念のところしか書いてないようなので、今、継続されている質の向上という部分では、どんなメ

ニューがあるのかなと思って。 

（事務局） 

 確かに、言葉にすると理解しにくい事業かとは思います。この継続で３つ上げておりますが、

例えば、要支援・要介護者の生活の質の向上支援では、利用者さん、要支援者・要介護者が、地

域包括支援センター等に困り事の相談に来られたときに、リハビリテーション専門職とケアマネ



ジャーが一緒に訪問をして、在宅での生活の状況や、身体の状況を確認させていただき、専門的

な知見を用いて、なかなかケアマネジャーさん等では指導できないような体の動かし方であると

か、ここに福祉用具を置いたらもっと楽に生活できますよとか、ここの段差を解消したら楽にな

りますねというような、生活の質の向上を図っております。 

次の通所介護・訪問介護等の質の向上支援も、基本的には同じようなことでして、ケアマネジ

ャーさん等から相談があった場合に、ケアマネジャーさんであるとか、事業所等に、医療の視点

っていうんですかね、リハビリテーションの視点を用いて、質を向上を支援していくというよう

なことを行っております。 

（副委員長） 

質問も結構難しい質問だろうと思いますし、回答するのも難しい部分があるんじゃないかなと

思います。特に、リハビリの中での医療の介入、どこら辺までが医療、医師なしでできるのか、

要するに、していいのかですね、リハビリのスタッフに実際聞いてみても、理解できてない部分

があったようでしたね。ですから、そこら辺をきちっとしていないと、途中で障害になるかもし

れませんね。 

（Ｆ委員） 

リハビリテーションのできるっていうのは、医師の指示の下っていうのが大前提にあるんです

けれども、予防的な観点であれば、関わっていけるという話も出ています。ただ、直接的に、利

用者さんとか教室とか、行って触れるっていうことの介入はできないので、多分そういったとこ

ろを含めて、予防的に関わっていると思うんですけれども、リハビリ職としても、そこら辺の把

握がなかなかできていない部分があるので、今、いろいろな意見を皆のほうに進めているところ

ではあります。 

違う質問というか、意見なんですけれども、５３ページの（３）番、（４）番のいわゆる短期

集中予防サービスのＣ事業についてになるんですけれども、どうしてもここの部分の文言でいう

と、要支援者に対しての部分が目立って、要支援者などがサービスをっていうとこの「など」の

ところで、先ほど上がってたようなしゃんしゃん体操とか、おたっしゃ教室とか、地域支え合い

推進員さんともっと深く関わって、例えば、しゃんしゃん体操に出てこれなくなった方とか、お

たっしゃ教室に出てこれなくなった方を拾い上げれるというか、すくえるというか、その情報

が、恐らく包括支援センターさんの情報に行かないというか、支援センターさんは窓口として、

そういった困った方が、来た方に対してのアプローチだと思うんですけれども、もう少し教室事

業さんの中とか、Ａ事業さんとか等含めて何か連携ができてくると、よりこういったところのサ

ービスが進んでいきやすいのかなという印象があったので、ちょっと意見という形で。 

（Ｇ委員） 

５０ページの１の健康寿命の延伸の１つ目の丸のところ、地域の健康課題の整理・分析を行

い、事業全体を調整するための医療専門職を配置しますとありますが、これは、具体的には、ど

ういったことを想定されていらっしゃるのですか。 

（事務局） 



事業はすでに行っておりますので、事業全体を調整するための医療専門職として、保健師を長

寿社会課に専任で配置をしております。医療、ＫＤＢですとか、介護のシステムのデータを一体

的に拾い出して、各地区ごとに、ここの地区は何が悪い、ここの地区は何が悪い、ここの地区は

ちょっといいなというような把握をして、そこから導かれる課題を設定して地区へのアプローチ

に当たっていただく、全体を調整する役割をしています。 

（Ｇ委員） 

分かりました。ぜひ評価をお願いしたいと思います。 

 

・社会参加の促進 

 

（Ｉ委員） 

施策の２の丸のところなんですけれども、高齢者の福祉、健康づくり、生きがいづくり支援の

ための高齢者福祉施設の設置って書いてあるんですけれども、レクリエーションの場、その場っ

ていうのはどういうところなんですか。設置場所。 

（事務局） 

高齢者施設につきましては、高齢者福祉センターは、さざんか会館の隣のほうにございます。

あとは、旧町ですね、新市域につきましても、それぞれ老人福祉センターという形で１つずつセ

ンターのほうを設置しておりまして、そちらのほうでも、こういった教養の教室ですとか、市民

の場を設けさせていただく活動をさせていただいています。 

（Ｉ委員） 

それは、鳥取市であると、鳥取市高齢者福祉センターですけれども、比較的元気な方が行っと

られる場所であって、皆さん車で行っとられるんですけれども、そこに行けないっていう方もた

くさんいらっしゃいまして、私は城北なんですけれども、毎週１回サロンを開いてます。城北の

場合は、公民館と憩の家とってなって２か所あるんですけれども、なかなか範囲が広いもんです

から歩いて行けない方が多いんです。それで、私たち地区社協の場合は、出前講座をっていうこ

とで考えてるんですけど、場所がないもんですから、本当は青葉町、田園町、それからいろんな

その地区に、１か所ずつローテーションを組んで、出前のサロンっていうので考えてるんですけ

れど、場所がないもんですから、なかなか実行に移せなくて。できましたら、空き家がたくさん

ありますから、そういうところを鳥取市の方が活用されて、借り上げていただければ、近くで歩

いて行けれるサロンがたくさん増えて、地区社協のほうが出向いてお世話するっていうことの形

になるのかなと思うんですけれども。 

（事務局） 

まず１つ、サロンを開設してもそこに行く手段がないというお話ございましたが、その意見に

つきましては、ほかの会の場でも同じような御意見をたくさん頂いておりまして、せっかくサロ

ンがあるのに通う手段がない、その移動手段というのを確保する必要が大きな課題としてあるの

ではないかということで、こちらのほうも認識はさせていただいていますが、なかなかそこに対

する有効な対策っていうのは取れておりません。例えばボランティアみたいな形で、地域の有志



の方で、例えば車をこちらのほうで準備させていただいて、それを運行していただくような方式

が取れないかですとか、いろいろ他地域では先進的に取り組んでおられる地域があるようですの

で、本市でも勉強、研究して、が解消できるような取組ができないか、地域の中でそういったこ

とが生まれてこないかっていうことが、何か必要ではないかというふうには考えております。 

また、２点目の場所の問題、委員さんのほうからも空き家を活用してはどうかというような御

意見も頂きましたので、そういったアイデア等も、何か実現する手段等、何かこれからもそうい

った研究等を進めていきたいと考えております。 

（Ｉ委員） 

その車の送迎なんですけれども、もちろんそういうことも考えたんですけれども、もしものこ

とがあればっていうことになると、その保障というか、責任問題になってくるわけですから、や

っぱし一歩踏み出せないっていうところがあるのが現状です。 

（事務局） 

そうですね。そのような、もし事故があったらというようなことの御心配があるというのを、

まず一番はそこに不安があって、ドライバーの確保が難しいというようなことも聞いておりま

す。そういったところに取り組んでいけるような雰囲気といいますか、どこか１箇所でもそうい

ったところができてきますと、また横展開で広がっていく可能性もありますので、そこについ

て、今後も取り組んでいきたいと思っております。 

（副委員長） 

先ほどの点に関してですが、ボランティアとして参加してくださってる人に、もし事故があっ

たどうするんだという問題点、非常にシビアな問題なんですよね。交通事故だけでないです、疾

患もそうですよね。ですから、それらは、行政が何らかの格好で基礎的なことを検討して、そう

いう場を、守る場をつくってあげなくちゃいけないんじゃないかなと私は思っております。この

２年間ぐらい、ボランティアで介護助手を私のところは積極的に進めてきましたけれども、コロ

ナの問題で、大体７０歳で死亡率が２０％弱ぐらいなりますよね。お手伝いしてもらってるの

は、大体そのぐらいの年齢なんですよね。一度定年をどこかで迎えられて、それでもまだ力があ

るかなと、できることあるかなというところで参加してくださってるんですけれども、労働者と

して考えるべきなのか、それともそうでないのか、前にも言いましたけれども、これは、きちっ

と定めて守ってあげなければ、その人たちは安心して働けないんじゃないかなと思います。今、

国は、７５でも働けということを言ってますけども、本当に疾患が蔓延した場合に、それに触れ

て死亡したときは誰の責任なのか、本人なのか、それともそういう環境をつくった事業者なの

か、それとも行政なのか。行政は今のところ、今のところですよ、それは労働者ではある、だか

ら、労働保険にちゃんと入れてくださいと、でも、死亡に関しては、責任は持ちませんというこ

とですので、何か非常にかわいそうというかね、宙ぶらりんな感じです。でも、この問題はやっ

ぱり進めるとしたら、その辺の整備を、やはり行政的にきちっとしなくちゃいけないなあと私は

思っております。 

結論から言うと、うちでは７０歳超えて、要するに危険だなと、死亡率がぐんと上がるところ

からの人に関して、３０人ほどのボランティアの方を退職していただきました。一月分、給与は



出しました。だけど、それ、本当によかったのか。やっぱりもうちょっと働けるように、働ける

環境をつくってあげなくちゃいけないと思ってますし、その辞めてもらった方にですね、一人一

人に全部お手紙を出しております。このコロナが済んだら、安全になったら、また働いてくださ

いねって、これは首じゃありませんよと、働ける場所をずっと用意してますからということを言

っております。これは、個人の事業がするんではなくて、やっぱり行政として、これのレジュメ

の中にも何度もそのボランティアっていう言葉が出てて、そのたびに僕はひっかかるんですけど

ね、これは一体何を意味しているんだろうなと思いますけど、やっぱり、今、国に回答を求めて

も無理だろうと思います。なぜ無理かというと、出そうと思ったら出せるんだけど、縦型の社会

の中では、厚生省と厚労省、要するに、超えた話はなかなか進みません。でも、しなくちゃいけ

ない話だろうと思っていますので、できるだけ進めようと思っております。 

１つの、これは、それのアイデアになるかどうかは分かりませんけども、これは質問なんです

けども、鳥取市のその福祉のポイント制ですね、ポイント制は、これに適用できますか。 

（事務局） 

介護助手さんのお仕事が、こちらに書かせていただいておる、介護支援ボランティアポイント

の対象になるかということですね。 

（副委員長） 

はい。 

（事務局） 

介護助手さんでの、そこの場でお仕事されているという形のものにつきましては、このボラン

ティア制度のほうは、対象とは今のところはなっておりません。 

（副委員長） 

よそで働いてる場合もですか。要するに、常勤か非常勤かという話ではなくって、働いてる部

分に関するその保証ですよね。それにお金を出すと、そういうふうな格好になるんですよね、労

働者だというふうに認定されるんですよね。だから、ポイントだったらどうかなという、そうい

うことなんですけどね。ポイントでも駄目ですね。 

（事務局） 

今のところ、このボランティアポイントの制度で取組をしておりますのは、ある特定の施設と

いうわけではなく、ここのボランティアポイントの制度で登録していただいております各介護施

設ですとか、病院等ですね、そういったところに、いろんなところに、特に、そこと雇用契約と

か、そういったものがあるわけではなく、ボランティアとして１時間、２時間、何か簡単なお手

伝いとかしていただいたときに、その時間に応じてスタンプを押していって、それをお金に、最

終的に、年度上限１万円という上限はありますが、そちらにポイントを交換させていただくとい

う制度になっておりますので、今のところは、そういったところでの取組となっております。 

（副委員長） 

私も直接自分でそういう役所と交渉してみましたけどね。時間ではないんですね、雇用関係な

んですよね。雇用関係が１時間であろうが、２時間であろうが、それは存在するんですよ、その

義務が。そのときに、それをポイントで払えばいいのかなというのをちょっと今思った、書いて



ある、前からポイント制っていうのはありましたよね。それ、どうなのかなと思って、ちょっと

聞いてみました。 

（Ｇ委員） 

介護保険事業の施策とはちょっと離れるかもしれませんけど。社会参加という意味で、高齢者

の、介護を受ける人の社会参加っていうのが、何かやっぱり趣味とかになってくるんですけど

も、高齢者の人が元気でいる一番のことっていうのは、人のためにどんだけっていうところで、

自分の趣味を広げることも大事なんですけども、孫のために何かしてあげる、誰かさん、お隣の

人のために何かしてあげるっていう、その気持ちっていうのが一番、何か元気のもとのように感

じていまして。今、ここの中でよくボランティアって言葉が出てきて、もともとは何か、私、ボ

ランティアっていうのはあんまり好きじゃないっていうか、そういう施策の中のボランティア、

何かお金がないから、何かお願いしますねっていう感覚にどうもあったんですけれども、それを

裏返せば、そういう余力のある方に一生懸命そういうことに参加していただければ、介護予防の

そのまた予防になるような気がして、介護になる、その対象になる前のその状態を維持するとい

う意味で、高齢者の方がいきいきと暮らせるという意味では、この施策の外ですけども、そのボ

ランティア活動っていうものを、さっきのポイントの話とかいろいろありましたけども、しっか

り参加していただけるような体制をつくるっていうのは、すごく介護の世界では重要じゃないか

なというふうに感じました。 

（Ｃ委員） 

今の意見ってすごく重要だと思っていて、本当に共生の社会をつくるって言って、地域の中で

いろんな人が参画して、そこでモチベーション高めていくっていう場をつくったり、参加する人

をどうやってコーディネートするかっていうのは、すっごく大切になってくるんだろうなと思っ

ています。この中で、生活支援コーディネーターっていう名前と、それから（６）のところです

ね、地域福祉活動コーディネーターって、いろいろ社協さんの中にこう位置づけられているみた

いで、こういう方々が働きやすく、きちっとできているんだろうかなというのが非常にすごく心

配っていうか、できるようにしてほしいなと思います。生活支援コーディネーターというのは、

本当に各市のいわゆる校区だとか、いろんなところに配置されているんでしょうし、それが本当

に足りているのだろうかということもあるし、それから地域福祉コーディネーターと、高齢者世

帯が地域で孤立することのないようにっていうような重要な位置づけで書いてありますけど、こ

れが継続っていうことは今までもずっとされているっていうことでしょうから、地域福祉活動を

支援するっていう、何かどういう形で本当にされているのかなっていうのを、質問で聞いてみた

いなと思います。 

あと、ふれあい・いきいきサロンっていうのも、このエリアごとで本当にどれぐらいできてい

るんだろうかって、そういう地区別の、何かエリア図みたいなのっちゃなんは作成されているの

かなと思ってみたり、何かそんなことを思いました。 

（事務局） 

２点ほど質問いただいたかと思います。まず１つは、地域福祉活動コーディネーターさんの活

動ということで、先ほども、Ｉ委員さんからも少し御紹介いただいたようなサロン活動なんか



も、その１つなのかなというふうに考えておるんですが、もしよろしければ、何か御紹介いただ

けると。 

（Ｉ委員） 

ちょっと御紹介しましょうか。私、城北地区で、毎週１回水曜日にサロンを開いてるんですけ

れども、それで、城北地区では、その支援福祉コーディネーターさんの担当が決まってまして、

その方とこう密に、じゃあ今日は何しよう、今週は何しようってことで相談して、派遣していた

だいたり、そうですね、月に３回、２回ぐらいはコーディネーターの方が見に来られて、あっ、

こういう感じだなってことで、とても城北では助かっております。 

もう一つ、もちろん、それは助かってるんですけれども、毎週１回、大体３５人ぐらいの方が

いらっしゃるんですけど、大体８０歳以上の方が大半でして、そのお世話をする人も、８０以上

なんです。それで、これが多分５年、１０年もたないかなと。その方たちが、５年、１０年する

と、多分自然消滅するんではないかというサロンが結構多いんですね。そこら辺を、今度鳥取市

さんが、支援コーディネーターの人たちがちょっと来ていただければ、若い方が来ていただけれ

ば随分違うなと。ちゃんとお世話役をしていただいて、もちろん住民もするんですけれども、主

となってしていただければ、全然違うなということを感じます。若い人がお世話役で入ってこら

れたらいいんですけれども、なかなかもう今７０ぐらいまでお仕事しておられますから。もう本

当に、多分１０年もたないんではないかっていうサロンが非常に多いんです。ですから、それを

とても危惧してるんですけれども、鳥取市さんのほうも、そういったこのお世話役の方を派遣し

ていただいたりすれば、随分長もちをするんではないかなってことで、いつも思っております。 

（事務局） 

サロンに対してのそういった、生活支援コーディネーターさんなりの支援といいますか、お手

伝いがあればというようなお話もありましたけども、実際、社会福祉協議会さんのほうに委託し

て、今は６名の生活支援コーディネーターを配置させていただいてたんですが、実際に、そこの

サロンで具体的なお手伝いっていう形になるかどうかはあれなんですけども、サロンを新たに開

設したり、運営継続について何かお手伝いできないかとか、そのサロンでこういったことをして

みてはどうかとか、そういったアドバイスなどをさせていただくことが、生活支援コーディネー

ターのほうも、お手伝いできること、あるかと思いますので、先ほどの話で、このままだとちょ

っと皆さんが高齢化して自然消滅、サロンしていくんじゃないかっていうときに、新たな方を声

かけして来ていただくとか、生活支援コーディネーターの中でちょっと心配な、気がかりな方が

いらっしゃるから、そういう場に出てみたらどうだみたいな声かけすることで、サロンに参加さ

れる方の輪がどんどん広がっていけばいいかなというふうに考えております。 

また、もう一点、ふれあい・いきいきサロンの何かその地域ごとのエリア図みたいなものはな

いかということですが、私のほうで把握しているものでは、特にそういったエリア図みたいなも

のは確認してないんですけども、どこのエリアにどういったサロンがあるというのは、このふれ

あい・いきいきサロンの事業の中で数字は持っておりますので、何かそういったものをマップ的

なものですとか、一覧表とかに落としていってみていったほうが分かりやすいということがあれ

ば、そういったこともできるのではないかなというふうには考えております。 



（Ｃ委員） 

この地域福祉活動コーディネーターっていうのは、どんな活動をされてるんでしょうか。 

（事務局） 

本日、Ｂ委員さんが鳥取市社会福祉協議会のほうから来ていただいておりますので、説明いた

だけたらと思います。 

（Ｂ委員） 

生活支援コーディネーターは、市社協の職員です。地域福祉活動コーディネーターというの

は、地域の方がボランティア的なことを支援する人なので、市社協の職員とはまた違います。Ｉ

委員さんは、城北の地域福祉活動コーディネーターで、地域のほうに助成金という形で、年間１

５万円を地区の社会福祉協議会に出して、地域福祉活動を支援していただくということなんで、

今年８地区ぐらい配置をされているということです。 

（Ｋ委員） 

先ほどから、地域活動における足、送迎だとか、車を使えない人はどうするんだ、歩けない人

はどうするんだっていうことで、私、実際にファミリー・サポート・センターで何年もボランテ

ィア活動をしているんですが、会員の方を高齢者の方を車に乗せて移動するということは禁止さ

れておりますので、一緒にタクシーに乗って移動しております。やはり高齢者の方も、病院に行

かれるということは死活問題ですので、タクシー代は自腹で切って、タクシー代と私の１時間６

００円というボランティアの報酬とを自腹で切って移動されます。 

 だけど、ファミリー・サポート・センターのほうも、年に１回交流会っていうのをやっていま

して、お楽しみ交流会ですのでいろんな方に来ていただいて、出し物とかそういうのをやるんで

すけど、そこに行くまでのタクシー代は、皆さん出されません。楽しみのためにタクシーを使う

ってことはあまりされませんので、サロンのほうにもタクシーで通ってこられるっていう方は、

多分いらっしゃらないと思うんですね。かといって、Ｋさん送ってっていうことはできないわけ

なんです。やっぱり、私の安全、高齢者の方の安全、私はプロのドライバーではありませんので

できないっていうところがあるので、サロンが開かれるのは皆さん御存じなんですけど、数百メ

ートルが歩けないっていう方がほとんどじゃないかなっていうふうには思っています。 

 このファミリー・サポート・センターに入会したときも、厳しく会員さん同士の間で、じゃあ

しょうがないから乗っけてあげるよっていうことは、絶対にしないでくださいっていうふうに言

われていますのでしないんですけども、こういうことがネックになって、外に出られない方が多

いんだなっていうのは、もうすごくしてあげたいボランティア、してあげたいお世話ができない

状況に、ファミリー・サポート・センターもあるっていうことですね。おうちまでは自分の自家

用車で行きますので、そこからタクシーに乗って病院に行って、病院の間全部付き添って、また

タクシーを呼んで帰ってくる。その間の実費を全て個人で払ってもらっているってことになって

いますので、それがもし、タクシー会社さんといいお話が、いい具合な連携ができたらなってい

うのは、ずっと車移動してて思ってます。それに、サロンに行ける方、お隣の誰それさんが行っ

てるから私は行きたくないとか、仲のいい方ばっかりではないので、地区内でそういう素敵なサ



ロンに通いたいっていう方と、ちょっと地区外だけどあっちに行ってみたいという方が、かなり

両極端でいらっしゃるかなっていう雰囲気は感じております。 

 楽しみのために出かける手段が、安くっていうか、何かこう補助ができたらなっていうのはボ

ランティアしててよく感じることですので、少しお話しさせていただきました。以上です。 

（副委員長） 

ちょっと追加なんですけども、表現として、５６ページに（２）の下のほうに、ボランティア

活動に対して換金できるポイントっていうのがあると思うんですね、表現が。これは、労基に聞

いてくださったらいいと思いますけども、労基はアウトだと言うと思います。これは、私が聞き

ました。 

うちはどうしているかというと、今ちょっともうやめています。だけど、それ以前に、市がこ

のポイント制を始める前にやってたのは、お金でなくって、中でのサービスの交換をしておりま

した。だから換金ではないんですよね。ですから、それは問題ないという話でしたから。だけど、

ここに換金ってあるので、換金っていうと、やっぱりお金かなということになると、ちょっと表

現を検討されたらどうかなと思います。いずれにせよ、今はコロナの問題があるので、うちは両

方の制度を止めました。 

 ほかに、どなたか。 

（Ｂ委員） 

 送迎に対するいろんな御意見が出たと思うんですけど、何をクリアすればその送迎ができるか

っていうふうな、例えば共助交通とかいろんなものが始まったりしてるんですけど、なかなか関

係者でも、何がクリアしたらできるのか、何が障害なのかっていうことが、ちょっと分かりにく

いとこがあると思うので、そこはどういうものをクリアして、どういうものが行政が準備、支援

すればできるのかっていうのを、何か分かりやすく提示していただけないかなと。みんな送迎の

ことで、なかなか地域活動がうまくいかないっていうのは共通の認識だと思うんですけども、そ

この行政としても支援できるものもあると思うんです。それで、こういう話になると、いつも研

究させてくれ、調査させてくれっていうことで、いつも会議が流れてしまうので、そろそろはっ

きりさせてもいいのかなとは思うんですけども。 

（事務局） 

 移送手段については、行政としても何か取り組める具体的なところを今後提示していってほし

いということがございましたので、地域によっては、車両について、リース等で取得して、そう

いった費用、ガソリン代とか、そういったところについて、利用者のほうから実費相当を頂くよ

うな形で運行しているところもあるようには聞いておりますが、先ほどからお話がある中で、ま

ず、運転手の問題もあったりですとか、そういったハード的な、車が整備、用意できていても、

なかなか事業として進まないといったところもあるようですし、逆に、場所によっては、運転手

さんはいらっしゃるんですけども、利用者の方がいらっしゃらないというような地域もあるよう

にも聞いております。なかなかニーズとマッチしてない、運行の要件等、時間等の問題もあるの

かもしれませんが、マッチしてない部分があって進まないところもあったりするところもあるよ



うに聞いております。こちらについても、また引き続きという言い方にはなってしまうんですけ

ども、今後の課題として取り組んでいきたいというふうに考えております。 

（副委員長） 

 １つの考え方として、実は、私のところで、うちのマイクロバスを出して職員が運転して、お

買物ができない人、地域におられるその人たちに無料で提供する、お買物ができるようにお店ま

で連れていってあげて、連れて帰ってあげると。全体、無料です。それはあんまり問題にならな

いようですけどね。だけど、それは経費を全部自分のとこが持ってるっていうだけの話ですから。

だから、隣のおばさんを乗せて行っているのと一緒かなということでしょう。それはオーケーの

ようです。はい。 

それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 

・包括的な支援体制の構築 

 

（Ｄ委員） 

 地域福祉相談センター２５施設ということなんですけど、どういうところが想定されているの

かというのが質問です。包括支援センターは地域福祉の向上の牽引役としての役割を果たしてい

くということで、もう少し突っ込んだというか、役割を果たしていってもらうっていうことにつ

いて、確かに包括支援センターは委託事業なんで、仕様書に書いていないことについてあまり書

くわけにいかないという部分は確かにあるとは思うんですけども、医療・介護連携の進め方に対

しても、やはり包括支援センターの動きというのは、実施体制として大変重要な役割を果たして

いくと思いますので、そういう面でも、地域支援事業に対しての牽引役だということを、はっき

り明示していただきたいなというふうに思います。 

それと、先ほどの評価指標の竹川先生のほうから話がおありだったんですけども、これも、実

際のところ、市に政策提言するっていうのは、単に意見を上に上げればいいということなのか、

どういうふうに協議するのか、あるいは生活支援コーディネーターも関わりのある協議体として、

どの部分を協議するのかという辺りのことについても、何かいろいろとお考えがおありだとは思

うんですけど、教えていただきたいなと思います。 

（事務局） 

最初に御質問いただきました地域福祉相談センター２５か所ですが、これは、平成３０年の１

１月に設置したところです。計画としましては新規という格好になっておりますけども、これか

ら、さらに新たに設置するというものではございません。社会福祉法人さんの協力いただきまし

て、介護施設等を中心に設置させていただいておりますし、社会福祉協議会さんにも、各新市域、

それから中央の相談センターということで、設置をさせていただいているところでございます。 

（事務局） 

 確かに、地域包括支援センターというのは、一応ここに大ざっぱというか、大まかな、３本の

柱の業務を行うということで書いてあるんですけども、確かに非常に細かく複雑な業務でありま

すし、地域共生社会の実現であるとか、地域包括ケアの推進に向けて、非常に重要なセンターだ



ということでこちらも認識しておりますし、期待もしているところです。また、ちょっと具体的

に細かく、どこまで落とし込んで書けるかというのも、ちょっとこちらのほうで検討させていた

だきたいかなと思っております。 

（事務局） 

 もう一点、地域ケア会議で出てきた課題について政策提言していくときに、それは単に上に対

して意見を言うだけのことなのか、そこを協議する場はどういうふうに考えているかという御質

問としてありました。現在の状況では、地域包括支援センター圏域ごとで出てきた地域課題を１

つにまとめて、その課題をさらに鳥取市のほうへ、こういった課題があるということを提案して

いく、そういった具体的な場については設けれていないのですが、この地域包括支援センターの

拡充・再編ということで、今後、来年に向けて、さらに地域包括支援センターの箇所数を増やし

ていく中で、さらに圏域が細かくなることで、よりきめ細かな対応をしていく中で、さらに、今

まで拾い切れなかった様々な地域課題ですとか、そういったものが地域ケア会議等を通じて集ま

ってくるのではないかというふうに考えております。 

ですので、今後の課題として、そういった包括のほうで抽出、確認した課題について、鳥取市

全体１層という形で協議する場を設けていく、例えば、地域包括支援センターの代表者の方に集

まっていただくですとか、それぞれ介護関係の代表者の方に集まっていただくような会議の場を

設けて、その課題をどう解決していくかというような話をする、話合いの場を設けていけるよう

にしていかなければ、この地域包括支援センターの数だけ増やしても、鳥取市のほうの地域共生

社会のほうの実現というのは、なかなか難しいのではないのかというふうには考えております。 

 

・認知症施策の推進 

 

（Ｄ委員） 

 認知症地域支援推進員を各地域包括支援センターに設置ということで、大変喜ばしいことでは

あるんですけども、この計画に上げるものは、どうしても市として取り組むことということにな

っていて、実際の包括に配置される認知症地域支援推進員に対して、どういう目標を求めていく

のかは、なかなか見えにくい面があるんじゃないかと思います。やすらぎ支援員さんについては、

その包括センターごとにそういう人材を育成していくことが、すごく求められるなと感じるよう

になりまして、そういう形で、本人支援であるとか、本人の声を聴くとか、本人の声を施策に反

映するというときにも、地域での認知症サポーターも大事ではあるんですけども、そういう人材

づくりっていうのも、各包括支援センターに配置する推進員さんに強く求めたいなと思う部分で

す。というのが、包括支援センターも、徐々に委託が進んではいくんでしょうけども、その推進

員さんに、じゃあ何を期待するのかっていうところが、やはりなかなかその包括支援センターの

中でも見えにくい部分があるんじゃないかなと思いますので、その部分については、しっかりと、

どういうことを求めていくのかっていうのを明示して、こういう活動をしていきましょうと、は

っきりリーダーシップを執っていく必要があるのかなというふうに感じています。ここに書くこ



とはなかなか難しいと思うんですけど、その辺りのところについては、しっかりと包括単位で施

策が充実していくようにという体制をお願いできたらなと思っています、はい。 

（事務局） 

 御指摘のとおりだと思っておりまして、包括委託に出して、現在、各包括に認知症推進員さん

を配置しているところではありますけども、何をすればいいのかちょっと分からないなという声

も聴いておりますので、認知症の推進員さん本人もそうなんですけども、包括支援センターも、

この推進員の仕事を理解する、また、何をしなければならないのかっていうのも、また、市とし

ても、きちんとこうするんだよというようなものをお示しできたらなというように考えて、今動

いておるところです。 

（副委員長） 

 ページ７０の下のほうにあります本人相談員の設置とありますが、どういう役割をするんでし

ょうか。 

（事務局） 

 本人相談員の設置ですけども、この本人相談員の本人というところが、認知症の方、御本人さ

んということです。１つ上にも「おれんじドアとっとり」の開催とあるんですが、そちらのほう

では定期的に、認知症の御本人さんが相談員として、ケア・カウンセリングといいまして、認知

症の診断を受けた方に対して、いろいろお話を聴いたり、認知症になった後にも役立つような情

報の提供であるとか、相談に乗ったりとか、そういったことを、鳥取市としても、取り組んでお

ります。 

（Ｃ委員） 

 ついでに、一番下の新規のところを、在宅医療・介護連携の推進での取組との連携強化という

ところの新規っていうのは、どんな中身なんですか。 

（事務局） 

 新規という形で書かせていただいておりますが、この在宅医療・介護連携の推進という、今回

では重点項目のほうに設定しておりませんので、説明は省略させていただいておりますが、７期

に続きまして８期のほうでも取り組んでまいります。今までについては、認知症の施策に関して、

この在宅医療・介護連携のほうでは特に具体的な取組というのを進められていなかったんですけ

ども、今回、この認知症施策のところと、周知・啓発とかでかぶる部分も出てくるところはある

んですが、在宅医療・介護連携のほうでも取り組んで、住民の方に対する啓発という部分以外に

も、介護の職員の方であったり、医療の職員の方に対する多職種連携というような場が、こちら

の在宅医療・介護連携の取組になりますので、そういった多職種の職員の専門職の方に対する啓

発・周知活動なども新たに取り組むという意味で、新規という形で書かせていただいております。 

（副委員長） 

 非常に広範にわたっているので、理解のしにくいところがあるような気がします。これは、や

はり、介護保険がだんだん混乱してきたなと、目標設定しにくいんだというのが私の実感です。

皆さん、どういうふうに受け取られたか分かりませんけど、前は、１期、２期、３期、これ非常に

明確な目標でもって進むことができましたですよね。大体怪しくなってきたのが、６期か７期ぐ



らいですかね。今、これで８期ですから、もう混迷の状態かなと思います。ですから、ある意味

で網羅されてるけれども、じゃあ本当に８期で何するんだという、何かそんなちょっと不安が出

てきてるわけです。 

でも、それではいけないので、やっぱりその中でも、明確に目標をつくっていかなければ、超

高齢化社会、これは本当どんどん進んでいきますので、みんなで頑張って、できるかできないか

というよりは、しなくちゃいけない話として進めていきたいと、そういうふうに私は思っており

ます。ただ、そういうときに、政治がころころころころ変わるのは困りますね、本当で。 

 

・生活支援サービスの充実 

 

（Ｅ委員） 

 ファミリー・サポート・センターについてお尋ねしたいんですけども、例えば山間部とか、河

原町・佐治町・用瀬町とかであれば、旧市内より、例えば、支援される登録員さんが少なくって

サービスに入りにくいとか、そういった差がありますか。差があるんであれば、山間部のほうに

も利用できるような拡充というか、ああいうのをお願いしたいなと思います。 

（事務局） 

 山間部ですね、支援できる人がどうかということですけども、やはり、この市街地に比べると

少ない傾向がございます。特に、河原・用瀬・佐治等の旧八頭郡のほうは、旧気高のほうに比べ

ましても、若干少ないような傾向がございます。こちらも、事務局を社会福祉協議会さんに委託

させていただいてるんですけども、連携を密にして、連絡会等で、こちらの話も出ております。

やっぱりこの担い手の確保っていうところが、何でもそうなんですけども課題となっておりまし

て、どうすればこの支援していただく方に登録していただけるかなということも、お互い知恵を

出し合いながらやっているところではございますけども、なかなか目に見えての増加というのが

難しくて、苦慮しているというようなところですが、今後も、この課題についても、取り組んで

まいりたいと思っております。以上です。 

 

・権利擁護施策の推進について 

 

（副委員長） 

今の議題について、どなたか追加の質問、ないしは御意見ございますでしょうか。 

はい。それでは、最後になります。次の議題について、説明してください。 

 

・介護人材の確保・育成について 

 

（副委員長） 



 この評価指標なんですけれども、入所施設の介護職員の充足率を出すのに、こういう指標の説

明では、これって足らないんじゃないかなと思うんですよね。その基にしてる数字そのものが、

現場を反映していないと思います。 

御存じのように、介護保険の施設基準からいうと、人員基準からいうと、こんな話ではないで

すね。こんなので運営ができません。ですから、例えば、うちなんかでいうと、２００％の職員

を雇っております。どこでもそうだろうと思いますよ、ユニットやっておられるところは、やっ

ぱり２００％。厚労省は、要するに３：１ですね、３人に対して１と言って、もうずっと２０年

間、譲りませんよね。それすると、介護報酬が上がるからと。でも、実際には、そんなものでやれ

るわけじゃないわけですよね。 

だから、こういうその指標の説明、指標の取り方が、ちょっと違うんじゃないかなあと思いま

す。多分８０％っていうと、それだったら、ちょっとまずいですよね。多分、指導の対象になる

んじゃないですか。この辺、ちょっともう一回検討してみてください、指標の出し方を。現実と

は、ちょっと大分違うなというのが印象だし、これ多分、みんなに、誰に聴いても同じことを言

われるんじゃなですかね。介護保険で、介護保険施設で、厚労省の出してる人員基準でぴったり、

ぴったりではないね、プラスアルファ、病気をしたりいろいろすることもあるでしょうから、そ

れやって、やってるところって私は知らないですね。１軒だけ、かつてありましたけどね、プラ

ス２っていうところが、そんなばかなとは、私思いましたけど。普通のところは、大体先ほども

言いましたけども、大体２：１、ですから、１００床だったら５０人以上の職員を抱えておりま

す。ちょっとその辺が現実と違うなと思います。 

（事務局） 

こちらの指標につきましては、先ほどのお話の中で、２００％の職員ぐらいの配置で、実際は、

３：１の人員基準だけども、２：１ぐらいになるような職員配置をしておられるというような御

意見も頂きました。ここでのアンケートにつきましては、それぞれの施設で、これだけの職員が

必要なんだということで求人を出しておられて、その求人に対して採用できた人数を指標として

おりますので、人員基準をベースにしての割合ではないということで、御理解いただけたらとい

うふうに思います。 

（副委員長） 

 はい。そのことはちゃんと理解した上で、やはり正確じゃないなというふうに思ったので、

言いました。 

（Ｆ委員） 

 鳥取県の配置する介護専従の就職支援コーディネーターさんというのは、鳥取県の社協さんの

中に配置されてるっていうのは、今、見たんですけれども、その方との連携を図る上で、鳥取市

さんで例えばそういった専従の介護の人を配置して、やり取りを今後やっていくというような動

きなのか、その辺がちょっと明確にないところがあって、誰がどういう形で連携して、どういっ

た情報がどういうところに出ていくのかなというのが、ちょっとこれだと、ぼやっとしたような

感じがしたので、その辺の何か今、決まっていることとかあれば、聞かせていただきたいなと思

ってです。 



（事務局） 

鳥取県社協さんのほうに、介護専属の就職支援コーディネーターさんという方を配属しておら

れるということなんですが、現時点では、鳥取市のほうとこのコーディネーターさんのほうとの

連携というのは行われておりません。今後こういった専属のコーディネーターさんのほうと、鳥

取市として専属のコーディネーターを置くというところまでは、現時点では考えておりませんが、

担当課となります長寿社会課のほうで、担当者のほうがこのコーディネーターさんと連携しなが

ら、有効な情報ですとか、鳥取市として、県だけではなく鳥取市として、別にこういった取組を

したらいいんではないかというようなアドバイスなども頂きながら、県と連携して事業を進めて

いけたらなというふうには考えておりますが、現時点で具体的に、では、どういうふうにしてい

こうというところまでは、この計画の中では示せてないような状況です。 

（副委員長） 

 ほかに、もし意見がございませんようでしたら、全体に関するまとめのために、包括的な議事

について、どなたか御意見がございますでしょうか。 

（Ｃ委員） 

 読ませていただいて、６３ページの包括的な支援体制の構築っていうこの項目の中の、総合相

談支援とか包括的なケアマネジメント、それから地域包括支援センターの中で、この相談の在り

方、総合相談支援というのがよく分からんですね。これ、主語がなくて、地域福祉相談センター

２５か所つくって、地域包括支援センター今度１０か所つくって、いろんな相談機関ってあるわ

けですけども、どこがどう相談を吸い上げてまとめていけるのか。また地域の共生社会をつくる

っていう中で目標があるように、社協に委託しているコーディネーターさんたちがいろいろ言っ

て、その意見を聴いたり、何かしたりというような形で文章では書いてあるけども、この書きぶ

りが、誰がどうしてどうするんだみたいなところが、書かれてないなあっていう気がすごくして、

地域包括支援センターっていうのが、どういう役割で、どこをきちっとできるのかっていう辺が

ね、もう少し書かれていったほうがいいじゃないのかなっていう具合に感じています。 

地域包括支援センターの基幹型をつくって、基幹型の役割とか、ほかの支援センターの役割、

地域それぞれの、中学校区なら中学校区の中でのいろんな相談を受けるところがこうひしめき合

う、それも高齢者の、これは介護保険ですから、高齢者のいろんな質問もあるでしょうけども、

そこには、世帯と絡んだようないろんな地域ケア会議みたいなところで出てくるような課題なん

かもついてくるわけで、そういうのを上手にコーディネートしていくのは、本当に誰がするんだ

ろうかなっていうのが、すごく大切じゃないかなと思うんですよね。そういうのが、さっき言わ

れたように、介護保険ではもうなくなって、地域とかいろんなところでの施策と入り組んできて

いるので、何かそこら辺が何かこう、僕らにもすっきり分かるような何かこう組立てっていうか、

文章表記にしてほしいなという具合に思っています。 

特に、この総合相談支援っていうところでは、誰がどうしてどうするんだみたいな何か全然見

えなくて、そこら辺がまとめられて、きちっとこう表現されるといいなという具合に感じました。 

（副委員長） 



表現の上で、少し明確でないところがあるのは確かですね。私も２度読んでみて、ぱしっと自

分の頭の中になかなか入らない部分がございました。皆さん、多分そうでしょう。特に、今日ど

んっと入ってきた資料のうちの前半の部分、これはちょっと難しいなと思いました、一生懸命読

みましたけども。ちょっともう少し分かりやすい書き方がしてあると望ましいなと思っていると

ころです。 

（Ｄ委員） 

 さっきおっしゃられたことなんですけども、私も関わりがあるのでお話しさせてください。鳥

取市の場合は、旧市、鳥取旧市街地の部分の包括支援センター、それと新市域の包括支援センタ

ーというのをこれから委託、来年度にかけて委託を出していかれるんですけども、結局、その中

に、さっきおっしゃった総合相談の仕組みはどう考えるのかっていうことで、本当私がしゃべる

のも変ですけど、乗りかかった船なのでお話しします。結局委託に出していきながら包括支援セ

ンターの役割を考えていった場合に、やはりその地域の、おっしゃるように総合相談の要になら

ないといけない、そうした場合に、その結局誰がやるかっていうことになると、やっぱりその設

置者というよりは、事業者の責任感という部分にかなり重点の置かれてるなというところはある

んですけれども、結局、圏域の中に、たくさんの相談機関があるんですが、公的なものも含めて、

例えば人権センターであるとか福祉、実際に支所、役場の福祉課というのもあり、住民福祉課と

いうのもあるし、包括支援センターというのがあるので、試験的にその用瀬地域で、そういうそ

れぞれの縦割りをなくして、横の連携を図るような取組というのを去年から用瀬地域で試験的に

始めてはいるんですね。その中で、先ほどお話のあった制度からこぼれそうな多問題家庭とかに

ついては、生活困窮の仕組みを使った支援会議という形を取って、試験的に、私も委員として入

らせてもらってはいるんですけども、そういう形で、ここの地域には、どこが音頭を取ったほう

がいいのかっていうのは、そこの地域性とか、その相談センター、相談する機関のそれぞれのそ

の地域性がやっぱりあって、その中で、積んだり崩したりしながら水平展開をしていっているっ

ていうのが現状です。西部地域のほうでは、今後また気高とか鹿野とか青谷とかでも、そういう

用瀬で取り組みかけていることなんかを水平展開する形でやっていくことになっていくのを通し

て、各相談機関がしっかりと連携を果たしていくっていう形が取っていけれたらいいなという形

を今進めているところなんですが、問題が、結局、古い鳥取市というか、合併前の鳥取市の中が、

そういう形をどういうふうに取っていったらいいのかというのが、まだ整理されてないというと

ころがあって、そこの部分をどういうふうにやっていくのかっていうのは、なかなかまだ様子が

見えないなというところです。 

新市域については、やっぱり今まで社協さんの取組がしっかりされてきたっていう経緯がある

ので、そういう面では、社協さんの音頭取りがしっかりしていただければ、その総合相談の仕組

みっていうのが、ある程度果たしていけるのかなという面がありながら、そういうふうに、先ほ

ど言ったような課題がまだまだ山積みにあるっていうのを、私個人としては感じているところで

す。はい。 

（副委員長） 



 確かに、そういう部分、不明確とは言わないんですけども、よく分からないところが、何かも

やもやが少しあるんですね。それは、私も２０年ちょっと超えて、ここで、医療はともかくとし

て介護やってみると、決まり方が明確でないというか、いつの間にか決まってるという案件が結

構ありましたね。それを、僕は元気なときは、市の課長に直接談判しに行きましたけども、ちょ

っと待ってくださいと言って、いろいろ考えて、次の日ぐらいに回答してくれました。 

でも、これは要するに、必ずしも論理的な説明ではなくて、結果的にこうなったことの説明み

たいなものが結構、かつてはありました。ですから鳥取市そのものの体質かななんて思いながら、

ある意味で、そういう生活の中で生きているわけで、それが、Ｄさんの言われたとこと同じかど

うか分かりませんけどね。 

あるときには、申請したときには私しかいなかったのに、１週間ちょっと待ってくださいと言

われて、１週間たって行ったら、ああ、これがありましたと言って、机の積み上げたやつの一番

下から計画書を出された課長もおられました。その課長の計画書見ると、１枚物なんですね。設

計図もないんです。土地もないんです。欲しいっていうことだけが書いてある。はあと思いまし

た。それが通る世界でもあるんだなと思ったけど、２０年たったら、大分鳥取も変わらないかん

と思います。そうでないと、要するに、市民のための介護にはならんだろうなと思っております。

ごめんなさい、これ私の意見です、純粋に、経験でもあり、意見でもあり。この委員会での話で

はないかもしれませんね。 

（Ｇ委員） 

 今までも出ている意見だと思いますけども、鳥取市は、その地域包括支援センターを充実させ

ていくということ、それはすごくいいことだと思いますので、そこで、竹川先生のほうは施策提

言の数を指標にというようなことも出ておりますけども、やっぱり、それぞれの担当するエリア

の課題とか、介護保険の充足の状況などをきちんと地域包括支援センターが出せるような、何か

システム的に出せるような仕組みをつくっていただいて、次のこの施策ができて、中間評価のと

きには、エリアごとのそういったものが出てくるというようなことを期待したいと思います。 

 

②全体の素案について 

 

（副委員長） 

 それでは、ただいまの最後の全体の素案についての質問、ないしは御意見ございませんでしょ

うか。 

（Ｊ委員） 

 最後に言われましたパブリックコメントの日程が１２月下旬ということでしたが、今期のパブ

コメはどのような形で行われますか。従来のパターンのようなことであれば、複雑で難解なこの

介護保険の原案がそのまま配られて意見を待つということでは、意見は出ないだろうと思います。

私は、今までの委員会の中で、パブリックコメントのやり方をやっぱり変えるべきだっていうこ

とをずっと言ってきたんですが、同じパターンでやられるとすれば、非常に残念だなというよう

に思います。みんながつくり上げていく介護保険ということから言うと、市民の幅広い意見を聴



いてやるんだっていうのが、パブリックコメントの目的だと思うんですけどね。それが、公的に

公表して意見を求めたけども、意見は１件とか２件とか３件とかっていうのが毎回続いています。

私は、第４期からずっと意見を出してきたんですが、同じことが毎回繰り返されているような気

がして残念でならないので、パブリックコメントの在り方について、今後ぜひ検討を、真剣に検

討していただきたいというふうに思いますので、取りあえず、今日のところは、今回どのような

形式でパブコメを行われる予定なのかということをお聞きしたいというように思います。以上で

す。 

（事務局） 

 はい。このたび実施します市民政策コメントですが、先ほど委員さんからのお話があったよう

に、従来型の形での公募、皆さんの意見の募集というような形で考えております。ですので、実

際には、この本日示させていただいております素案を基にインターネット等で周知させていただ

いて、それを御覧いただいた上での御意見を頂くというような形で考えております。 

（副委員長） 

 確かに、パブコメはある意味で、１つの儀式のような部分がございますよね。もちろん一生懸

命読んで出される人もいるし、時期だから、議会の前に出しとかなくっちゃというのもあるかも

しれません。ですから、できるだけ、市民の意見がその中に反映されるようにしていただきたい

なと思います。 

 それと、ここまで来てる予算を含めた計画ですので、大体来年どのぐらいのその介護保険料な

のかは出していただければよかったなと私は思います。国も、日本の今の国民の平均的によって

支払える金額って９，０００円だってこと言ってますよね。鳥取市は、それより少し今、少ない

ですよね。だけど、これ新しくすると増えたんじゃ、本当に払えるのかなと。何円ぐらいになる

のかという、それを見ながら、やっぱり削らなくちゃいけないところはみんなで削る、そういう

ふうに考えなくちゃいけないんじゃないかなと思います。これは私の意見でございますけども。 

 

４．その他 

 

５．閉  会 

 


